制作物検収書

本検収書は、下記の制作物について、発注者（以下「甲」という。）が受注者（以下「乙」という。）より納品を受け、内容を検収した結果を明確にするために作成するものである。

第1条（検収対象）
甲が乙に発注した制作物の概要は、以下のとおりとする。
1. 制作物の名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 納品日：＿＿年＿＿月＿＿日
3. 納品方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
4. 納品物の構成：データ／ファイル／印刷物など、具体的に記載

第2条（検収内容）
甲は、乙から納品された制作物について以下の観点で検収を行った。
1. 契約書または発注書に定める仕様・要件を満たしていること
2. 納期、数量、品質、形式が合致していること
3. 動作確認・表示確認など、制作物の機能・内容に瑕疵がないこと

第3条（検収結果）
1. 甲は、上記の検収の結果、次のとおり判断する。
　□ 合格　（仕様どおりであり、問題なし）
　□ 条件付き合格（軽微な修正を要するが、実質的な完了とみなす）
　□ 不合格（重大な不具合・仕様不備があり再納品を要する）
2. 条件付き合格または不合格の場合は、以下に内容を明記する。
　修正・改善が必要な項目：
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第4条（再納品・修正対応）
1. 前条において条件付き合格または不合格とされた場合、乙は、甲の指摘に基づき、指定期日までに修正・再納品を行うものとする。
2. 再納品後は、甲が改めて検収を実施し、最終的な合否を確定する。

第5条（検収完了の効果）
1. 甲が合格と判定した場合、当該制作物の納品は完了したものとし、乙は契約上の納品義務をすべて履行したものとする。
2. ただし、検収後に重大な瑕疵が発見された場合には、甲は合理的な期間内に乙へ修補を求めることができる。

第6条（制作物の所有権・著作権）
1. 検収完了後、制作物の所有権および著作権の帰属は、基本契約または個別契約書の定めによるものとする。
2. 当該契約書に別段の定めがない場合、著作権の譲渡・利用許諾の範囲については甲乙間で別途協議のうえ決定する。

第7条（免責事項）
甲は、乙が納品した制作物の使用に伴い第三者との間に生じた紛争・損害について、乙の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。

第8条（紛争解決）
本検収書に関して疑義または紛争が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。協議により解決しない場合は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第9条（その他）
本検収書に記載のない事項については、契約書および発注書の内容に従うものとする。
















検収結果の記録
検収日：＿＿年＿＿月＿＿日
検収担当者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
検収結果：□ 合格　□ 条件付き合格　□ 不合格
備考欄：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

署名欄
本検収書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
＿＿年＿＿月＿＿日
甲（発注者）
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
乙（受注者）
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

